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第４章 資料 

１．人権関係年表（世界・国・県の動向） 

年代 国連等 国 兵庫県 

1 9 4 7（ 昭 2 2）  「日本国憲法」施行  

1 9 4 8（ 昭 2 3） 「世界人権宣言」採択 人権擁護委員令施行  

1 9 5 1（ 昭 2 6） 「難民条約」採択 「児童憲章」宣言  

1 9 5 9（ 昭 3 4） 「児童の権利に関する宣言」採択   

1 9 6 4（ 昭 3 9）   「民生部同和対策室」設置 

1 9 6 5（ 昭 4 0） 「人種差別撤廃条約」採択 「同和対策審議会答申」 「同和対策事業推進連絡協議会」設置 

1 9 6 6（ 昭 4 1） 「国際人権規約」採択  「同和対策基本要綱」制定 

「同和教育基本方針」策定 

1 9 6 8（ 昭 4 3） 「国際人権年」   

1 9 6 9（ 昭 4 4）  「同和対策事業特別措置法」施行  

1 9 7 0（ 昭 4 5）   「同和対策長期計画」策定 

1 9 7 5（ 昭 5 0） 「国際婦人年」   

1 9 7 6（ 昭 5 1） 

～ 19 8 5（ 昭 60） 

「国連婦人の１０年」  「県立同和研修センターのじぎく会館」開設 

1 9 7 9（ 昭 5 4） 「女子差別撤廃条約」採択 

「国際児童年」 

  

1 9 8 1（ 昭 5 6） 「国際障害者年」 「同和対策協議会意見具申」  

1 9 8 2（ 昭 5 7）  「地域改善対策特別措置法」施行 「兵庫県国際障害者年長期行動計画」策定 

1 9 8 3（ 昭 5 8） 

～1992（平 4） 

「国連障害者の１０年」   

1 9 8 5（ 昭 6 0）   「ひょうごの婦人しあわせプラン」策定 

1 9 8 6（ 昭 6 1）  「地域改善対策協議会意見具申」 

「男女雇用機会均等法」施行 

 

1 9 8 7（ 昭 6 2）  「地域改善対策特定事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律」施行 

 

1989（平元） 「児童の権利に関する条約」採択   

1 9 9 0（ 平 2）   「新ひょうごの女性しあわせプラン」策定 

「すこやか長寿大作戦」策定 

1 9 9 1（ 平 3）   「兵庫 2001 年計画」策定 

「(財)兵庫県人権啓発協会」設立 

1 9 9 2（ 平 4）   「福祉のまちづくり条例」制定 

「県立女性センター」開設 

1 9 9 4（ 平 6）  

 

 

 「地域国際化推進基本指針」策定 
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年代 国連等 国 兵庫県 

1 9 9 5（ 平 7） 

～ 20 0 4（ 平 16） 

「人権教育のための国連 10 年」  「“すこやかひょうご”障害者福祉プラン」 

策定 

1 9 9 6（ 平 8）  「地域改善対策協議会意見具申」  

1 9 9 7（ 平 9）  「人権擁護施策推進法」施行 

「障害者基本法」施行 

「人権教育のための国連 10 年に関す

る国内行動計画」策定 

 

1 9 9 8（ 平 1 0）  「障害者の雇用の促進等に関する法律」施行 「人権教育基本方針」策定 

「“すこやかひょうご”子ども未来プラン」策定 

1 9 9 9（ 平 1 1） 「国際高齢者年」 「男女共同参画社会基本法」施行 

「児童買春、児童ポルノ禁止法」施行 

「人権擁護推進審議会答申」 

(人権教育・啓発の在り方) 

「高齢者・障害者権利擁護センター」開設 

2 0 0 0（ 平 1 2）  「児童虐待防止法」施行 

「犯罪被害者保護法」施行 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」施行 

「老人保健福祉計画(介護保険事業支援計画)」策定  

「外国人児童生徒にかかわる教育指針」策定 

2 0 0 1（ 平 1 3）  「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」施行 

「人権教育及び啓発に関する総合推進指針」策定 

「男女共同参画計画」策定 

2 0 0 2（ 平 1 4）  「人権教育・啓発に関する基本計画」閣議決定 

「地域改善対策特定事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律」失効 

「ホームレスの自律の支援等に関する特別措置法」施行 

 

2 0 0 4（ 平 1 6）  「性同一性障害者の性別の取り扱い

の特例に関する法律」施行 

 

2 0 0 5（ 平 1 7） 「人権教育のための世界計画」 「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者

に対する支援等に関する法律」施行 

「犯罪被害者等基本法」施行 

「ユニバーサル社会づくり総合指針」制定 

2 0 0 6（ 平 1 8） 「障害者の権利に関する

条約」採択 

「障害者自立支援法」施行 

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権 

侵害問題への対処に関する法律」施行 

「高齢者、障害者等の移動等円滑化の

促進に関する法律」施行 

 

2 0 0 8（ 平 2 0）  「ハンセン病解決の促進に関する法律」成立 

 

 

2 0 1 2（ 平 2 4）  「障害者虐待の防止、障害者の擁護者

に対する支援等に関する法律」施行 

「少子高齢社会福祉ビジョン」策定 

2 0 1 3（ 平 2 5）  「障害者総合支援法」施行 

「いじめ防止対策推進法」施行 
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年代 国連等 国 兵庫県 

2 0 1 4（ 平 2 6）  「子どもの貧困対策の推進に関する

法律」施行 

「いじめ防止基本方針」策定 

「DV 防止・被害者保護計画」策定 

「子ども・子育て未来プラン」策定 

2 0 1 5（ 平 2 7）  「女性活躍推進法」施行  

2 0 1 6（ 平 2 8）  「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」施行

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の 

解消に向けた取組の推進に関する法律」施行 

「部落差別の解消の推進に関する法律」施行 

「多文化共生社会推進指針」策定 

2 0 1 8（ 平 3 0）   「ユニバーサル社会づくりの推進に

関する条例」施行 

2019（ 令 元 ）  「アイヌの人々の誇りが尊重される

社会を実現するための施策の推進に

関する法律」（アイヌ施策推進法）

施行 

「ハンセン病元患者家族に対する補

償金の支給等に関する法律」施行 

 

2 0 2 0（ 令 2）  『ビジネスと人権』に関する行動計画

策定 

 

2 0 2 1（ 令 3）  「第４次犯罪被害者等基本計画」策定  

2 0 2 2（ 令 4）  「困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律」成立（施行は２０２４

（令６）年） 

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜら

れる社会の形成に資するために性行

為映像制作物への出演に係る被害の

防止を図り及び出演者の救済に資す

るための出演契約等に関する特則等

に関する法律」（AV 出演被害防止・救

済法）施行 

「特定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律」（プロバイダ責任制限

法）改正法施行 

「こども基本法」成立（施行は２０２

３（令５）年） 

 

2024（令６）  プロバイダ責任制限法を「情報流通プ

ラットフォーム対処法」へと改正（施

行は２０２５（令７）年） 
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【世界の動き】 

多くの人の命を奪った過去の大戦の反省から「戦争は最大の人権侵害である」との認識のもと、昭和

２３年（１９４８年）国連において「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、人権の尊重が人

類共通の原則であることを、すべての人と国が守るべき基準として、世界各国に大きな影響を与えまし

た。 

 その後、国連では「児童権利宣言」「人種差別撤廃条約」「国際人権規約」「障害者の権利に関する宣言」

「女子差別撤廃条約」「子どもの権利条約」等を採択し、人権に係る様々な課題に対する取り組みを続け

てきました。 

 しかし、まだまだ世界各地で人権が保障されていない状況が存在することから、平成７年（１９９５

年）から１０年間「人権教育のための国連１０年」と定め、人権教育の幅広い推進を提言する決議を採

択し「人権という普遍的文化（人権文化）」が、各国において構築されるよう提唱しました。 

 また、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットにおいて、「誰一人取り残さない」持続可能で多

様性と包括性のある社会の実現のため、「貧困」や「飢餓」「保健」「教育」「ジェンダー」などに関する

１７の国際目標が設定されました。SDGs は、経済・社会・環境の各分野の課題について総合的な解決を

めざします。 

 

【国の動き】 

日本国憲法で「基本的人権」の保障を明確にし、女性の参政権の実現や「労働基準法」「児童福祉法」

を制定するなど、人権確立へ向け動き出しました。 

 同和対策審議会「答申」により、部落差別の存在を国として初めて認めるとともに、「この早急な解決

こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」と解決の方向を明らかにしました。そして、「同和対策

事業特別措置法」が制定され、部落差別解消へ向けた取り組みが始まり、その後、あらゆる人権問題に

影響を与え、すべての人の人権確立へ向けた取り組みへと、発展していきました。 

 平成１２年（２０００年）「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を施行し、「人権尊重社会を

実現することは、国・地方公共団体及び国民の責務である」と明言しました。また、この法律に基づき、

「人権教育のための国連 10 年」国内行動計画などがつくられ、「人権教育・啓発に関する基本計画」を

定め、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進してまいりました。 

令和２年（2020 年）には「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく「ビジネスと人権に関する行

動計画」が策定されました。 

 令和 6 年（２０２４年）にプロバイダ責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」へと改正さ

れ、インターネット上の誹謗中傷等への対策となることが期待されています。 
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【県の動き】 

国際化や情報化の進展、少子・高齢化などの社会の変化等に伴い複雑・多様化する人権課題に対応し

た施策の推進に努めるとともに、県と市町が共同で設置している、兵庫県人権啓発協会を中心に、同和

問題をはじめとする人権問題全般について、研修、啓発、研究事業等を全県的に展開しています。 

また、「人権に関する県民意識調査」を５年毎に実施し、人権全般に関する基礎資料の収集と県民意識

の動向把握に努めています。 

 さらに、県民一人一人が、お互いの人権の尊重を感性として育み、日常生活の中で人権尊重を自然に

態度や行動で表すことが文化として定着している社会の実現に向け、各市町や関係団体とともに、「ひ

ょうご人権大使」の参加によるフェスティバルや、人権週間のつどいを開催するなど様々な取り組みを

「人権文化を進める県民運動」として展開しています。 

 近年では、インターネット上の誹謗中傷等の防止に向けた啓発や被害者救済支援の強化を図る動きが

あります。 
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２．三田市人権共生社会推進委員会名簿 

任期 令和６年４月２６日 ～ 令和８年４月２５日 

区   分 選出団体等 名  前 

学識 関西大学人権問題研究室 宮前 千雅子 

全般 三田市
さ ん だ し

人権
じんけん

を 考
かんが

える会
かい

 三輪 剛敏 

部落差別 部落解放同盟兵庫県連合会三田市支部連絡協議会 今西 勝 

女性 兵庫県男女共同参画推進員 阪神北地域連絡会議 橋上 浩子 

外国人 三田市国際交流協会 寿賀 素子 

障害のある人 三田市手をつなぐ育成会（R6.6.28～） 市川 修子 

高齢者 三田市社会福祉協議会 村上 隆藏 

子ども 三田市民生委員児童委員協議会 中根 和子 

性的マイノリティ 三田市性的マイノリティ専門相談員 大久保 暁 

全般 三田市保護司会 篠原 基成 

全般 伊丹人権擁護委員協議会三田市支部 東仲 益司 

全般 市内小中学校校長会 南波 克典 

全般 三田市企業人権を考える会 貫場 恵子 
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３．人権施策基本方針（改定版）策定経過 

人権のまちづくり推進本部 

時  期 内  容 

令和 ５年１２月２０日 三田市人権施策基本方針の改定について 

令和 ６年 ８月 ８日 三田市人権施策基本方針の改定について 

令和 ６年１１月１８日 三田市人権施策基本方針の改定について（書面会議） 

令和 ６年１２月１９日 三田市人権施策基本方針（改定案）について 

令和 ６年 ２月１４日 三田市人権施策基本方針改定検討委員会の開催 

令和 ７年 ５月１６日 三田市人権施策基本方針パブリックコメントについて 

令和 ７年 ６月２０日 三田市人権施策基本方針パブリックコメントについて 

 

人権のまちづくり推進委員会 

時  期 回 内  容 

令和６年 ４月２６日 第 1 回 ・委員長・副委員長選任 

・諮問について 

令和６年 ６月２８日 第 2 回 分野別（部落差別・女性、外国人）について 

令和６年 ７月２６日 第 3 回 分野別（障害のある人、高齢者、性的マイノリティ）について 

令和６年 ９月 ６日 第４回 分野別施策（性的マイノリティ、子ども、犯罪被害者等）につ

いて 

令和６年１２月２３日 第５回 その他の人権課題 及び 基本方針第 1 章 について 

令和７年 １月３１日 第６回 答申案について 

令和７年 ２月 1４日  答申 

 

 

  


